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 ありんこ親子保育園 重要事項説明書  

 

１．事業所の目的及び運営の方針  

（１）運営主体（事業者の概要）  

事業者の名称  社会福祉法人ありんこ会  

事業者の所在地  千葉県大網白里市みずほ台２－１０－１６  

事業者の連絡先  ０４７５－５３－３５０９  

代表者氏名  中嶋  悦子  

 

（２）事業所の概要  

種別  認可保育所  

名称  ありんこ親子保育園  

所在地  千葉県大網白里市みずほ台２－１０－１６  

連絡先  ０４７５－５３－３５０９  

施設長氏名  中嶋  悦子  

開設年月日  平成２１年４月１日  

利用定員  （３号）  

２歳児  ３歳児  ４歳児  ５歳児  合計  

４人  １０人  １０人  １０人  ３４人  

当園の基本理念・方針  

《基本理念》  

・子どもたちの心身共に健やかな育ちを支援  

・子育て家庭に対する支援  

・地域に開かれた子育て支援の拠点を目指す  

《方針》  

・外遊びを増やし体力を身につけ、『健康な身体』を育てる  

・お手伝いやお当番などの体験を通して、自分で考えて行動できる

『意欲』を育てる  

・自然や人、本物とのふれあいを通して、『感じる力』を育てる  

・集団生活や異年齢の子ども達とのふれあいを通して、『社会性』

を育てる  
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（３）施設の概要  

敷地  

敷地全体  ３４７．０５㎡  

園庭  なし  近隣公園を代替とする  

園舎  

構造  木造２階建て  

延べ  １７４．４１㎡  

 

（４）主な設備の概要  

設備  部屋数  備考  

保育室   ７３．４７㎡  

一時保育室  １室  １０．８１㎡  

トイレ  ４カ所   

調理設備  あり   

手洗い場  幼児用６口   

冷暖房設備  あり   

園庭  なし  砂場あり  

駐車場  ４台   

 

（５）職員体制（令和 7 年 4 月 1 日現在）  

職種  員数  常勤  非常勤  備考  

施設長・園長  １人  １人  人   

保育士  8 人  6 人  2 人   

栄養士  １人  人  １人   

調理師  3 人  １人  2 人   

事務員  1 人  人  1 人   

用務員  2 人  人  2 人   

保育補助  3 人  1 人  2 人   
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（６）利用定員ごとの特定地域型保育の提供する曜日等  

【３号認定子ども（保育認定）】  

提供する曜日  月曜日から土曜日まで  

保育時間  

保育標準時間  午前７時３０分～午後６時３０分（１１時間）  

保育短時間  午前８時００分～午後４時００分（８時間）  

延長保育  

保育標準時間  

早朝：午前７時００分～７時２９分  

夕：午後６時３１分～７時００分  

保育短時間  

早朝：午前７時００分～７時２９分  

朝：午前７時３０分～７時５９分  

夕：午後４時０１分～７時００分  

開所時間  

月～金曜日  午前７時３０分～午後６時３０分  

土曜日  午前７時３０分～午後６時３０分  

休業日  

日曜日・祝日  

年末年始（１２月２９日～１月３日）  

 

（７）利用料等  

利用者負担（月額保育料） 利用子どもが居住する市町村が定める利用者負担（保育料）  

上乗せ徴収  

実費徴収  

標準時間  時間外月極保育料  

①７時００分から２９分  

②１８時３１分から１９時  

 

 

①  ２，０００円  

②３，０００円  

上乗せ徴収  

実費徴収  

短時間  時間外月極保育料  

①７時００分から２９分  

②  ７時３０分から５９分  

③  １６時０１分から１８時３０分  

④  １８時３１分か１９時  

 

 

①  ２，０００円  

②  ２，０００円  

③  ３，０００円  

④  ３，０００円  

その他  時間外保育料（30 分単位）  
３００円  

給食費  ３歳児以上   

実費徴収  

日本災害スポーツ振興センター共済

掛金  毎年  
 

３００円  

 

その他各備品あり（希望制）    



 

- 4 - 

 

（８）支払方法  

<保育料金納入方法について> 

月極め保育料は市が定める額になります。納入方法は市による口座振替となります。  

 

<実費集金納入方法について> 

給食費・主食費（３歳児以上）については、京葉銀行から引き落としとなります。  

時間外保育料、共済保険、備品購入等に係る実費集金については、園にて集金袋での集金とな

ります。  

 

 

（９）提供する特定地域型保育の内容  

当園は子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、厚生労働大臣より告示さ

れた「保育所保育指針」に基づき保育を行っています。事業理念、保育方針、保育目標、

に沿って、年間指導計画及び期や月の指導案、個人指導案を作成し、きめ細かい保育を目

指しています。これらの指導案は、実際の子どもの姿とリンクするように、定例の会議で

検討するだけでなく、毎日のミーティングで子ども達の姿を伝えあい吸収し保育内容に反

映させていきます。  

◎実践への取り組み  

・個々の子どもの発達や特性に配慮した生活プログラムを用意し、安定した毎日が送れる

よう配慮する。  

・子どもの表現意欲、心身の活動意欲を満たしていける保育環境や計画を用意する。  

・豊かな感性が育まれるよう、戸外遊び、異年齢保育、農業体験など積極的に取り入れ、

四季の変化を感じる生活を大切にする。  

・日々の出来事を職員同士お互いに伝えあい、共有し、重ね合わせることによって、より

豊かな保育実践を目指す。  

・職員は、常に実践を振り返り研究課題を持ち職場研修及び自己研修に努める。  
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（１０）年間行事予定 ※毎月行うもの：誕生会、身体測定、避難訓練  

月  行事内容  

４  入園・進級おめでとう会、野菜種まき、苗植え、田植え体験  

５  春の遠足、健康診断、参観、懇談会  

６  田植え体験、歯科検診  

７  七夕会、砂浜遊び、プール活動、お泊り会（ぞう A）  

８  プール活動、児童館おおきなかぶ学童交流（夏祭りなど）、保護者面談  

９  お月見会、稲刈り体験  

１０  収穫体験（芋掘りなど）、運動会、ハロウィンパーティー、健康診断  

１１  あるけあるけ遠足  

１２  クリスマス会、餅つき会、焼き芋会  

１  保護者面談  

２  豆まき会、発表会、お楽しみ遠足（きりん、うさぎ）  

３  ひな祭り会、お別れ遠足（ぞう）、お別れ会、卒園式  

（１１）利用の開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項  

【３号認定子ども（保育認定）】  

利用者の内定  市の利用調整による  

利用決定  利用契約書の締結による  

退園理由  

  ２号・３号認定子どもに該当しなくなったとき（卒園を含む。） 

  保護者から退園の申出があったとき  

  利用継続が不可能であると市が認めたとき  

  その他、利用継続の重大な支障又は困難が生じたとき  

利用に当たっての  

留意事項  

➀ 朝食は必ず食べさせた後に登園させてください。  

② お子様が無理なく集団生活や新しい環境に慣れるよう、保育

士との連絡には連絡帳をご活用ください。  

③ 家庭の事情が変わったときは、すぐにご連絡ください。（住

所・電話番号・勤務先など）  

④  地震や災害などが起きた場合は、直ちに保護者の方に迎え

に来ていただくことを原則としていますので、状況を判断

の上ご協力ください。  



 

- 6 - 

 

⑤ 飲食物、おもちゃなど不要な物は持ち込まないようにしてく

ださい。  

⑥ 登園は９時までにお願いします。  

⑦  遅刻・欠席の場合は必ず９時までにご連絡ください。  

⑧  登園のときに、お迎え予定時間とお迎えの方をお知らせくだ

さい。  

⑨ 園児の送迎は、登園時・降園時に必ず保育士と引継ぎをし、

引渡しを行ってください。  

⑨   都合で他の方にお迎えを依頼する場合は、保護者から事前

に園までご連絡ください。連絡のない場合は、お子様の引渡

しはできません。  

⑪ 車をご利用の方はご近所のご迷惑になりますので、歩道・路

上駐車はせず、必ず駐車場に止めてください。保育園前の駐

車場がうまってしまっている場合は、お隣の民間児童館おお

きなかぶ前と、別の場所にも駐車場がございます。場所は入

園のしおり内の地図をご確認ください。  

⑫ 毎日の健康状態（顔色、発熱、食事の量、便の状態等）をよ

く観察し、気になることがある時。  

⑬ 薬を飲んで登園している時。  

⑭ 予防接種を受けた時。  

⑮ お迎えの時間に変更がある時、都合で他の方にお迎えを依頼

する時。  

⑯ 出張や研修等で職場を離れる際、緊急連絡先が園に登録して

いるものと異なる場合には、必ず連絡帳又はメモに記入の

上、職員にお知らせください。  

⑰ 急な発熱、下痢・嘔吐の回数が多い時などは、保護者の方に

連絡いたします。  

⑱ 症状によっては保護者にご連絡の上、嘱託医もしくはかかり

つけ医に受診する場合があります。  

⑲ アレルギー、ひきつけ、心臓病、喘息など特別な病気がある

方は、必ずお知らせください。（その他脱臼しやすいなど） 
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⑳ 伝染病などの病気は、伝染する心配がなくなるまで登園停止

になります。  

㉑ 伝染性疾患と診断された場合は、すぐに園までご連絡くださ

い。また、登園するときは治癒証明書もしくは登園届を持参

してください。  

㉒ 与薬についてはやむを得ない場合のみ、医師が記入した与薬

依頼書をもって必ず 1 回分の薬に記名をし、保育士に手渡

ししてください。  

（病気によっては、一日３回の処方ではなく、朝・夕２回の

処方にすることもできる場合があるようです。かかりつけ

の医師にご相談ください）  

㉓ 土曜日は給食がありませんので、お弁当、おやつを持参して

ください。  

㉔ アレルギー対応食は、保護者からの申し出により医師の診断

書や指示書に基づいて行います。  

㉕ 除去の内容によっては、お弁当を持参していただくことがあ

ります。  

㉖ 送り迎えの際には必ず名札を下げてきてください。インター

フォンを押した後に、カメラに名札を見せてください。  

（１２）嘱託医  

医療機関の名称  みどりが丘クリニック  

医院長名  志々目  修  

所在地  大網白里市みどりが丘３―１０―１６  

電話番号  ０４７５－７３－８６６８  

（１３）嘱託歯科医  

医療機関の名称  おおうち歯科クリニック  

医院長名  大内  健二  

所在地  大網白里市みずほ台１－２８－２８  

電話番号  ０４７５－７２－８１６３  
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（１４）緊急時における対応方法  

①急な発熱やおう吐下痢などの症状が激しく、ぐったりしている時、また発熱は見られ

なくても体調が悪いと判断できるときは保護者に連絡をいたしますので、速やかにお迎

えをお願いいたします。  

②出張や研修、その他の事情で職場を離れ、緊急連絡先が園に登録してあるものと異な

る場合には必ず連絡帳へ記入の上、職員にお知らせください。  

③症状によっては保護者に連絡の上、嘱託医もしくはかかりつけ医に受診する場合があ

ります。 

④医師の受診が必要と思われる怪我は園で緊急に対応いたします。その際、状況をお知

らせするとともに保護者の方に受診病院の了解をいただきます。  

 

【管轄する消防署】  

消防署名  南消防署  

所在地  大網白里市富田８６１－１  

電話番号  ０４７５－７２－３２０８  

【管轄する警察署】  

警察署名  東金警察署  

所在地  東金市北之幸谷１０－１２  

電話番号  ０４７５－５４－０１１０  

 

（１５）非常災害対策  

防火管理者  髙橋  大輔  

消防計画届出年月日  令和２年６月２日  

避難訓練  

当園では非常災害に関する具体的な計画を立て、それらを定期的

に職員に周知するとともに、毎月一回以上の避難及び消火、救出

その他必要な訓練を実施いたします。  

避難及び消火訓練を毎月一回以上実施いたします。  

防災設備  消火器、避難用具、３日分の非常食・飲料水等  

避難場所  
保育時間中に大規模な地震などの災害が発生した場合は、原則的

に保育園でお迎えをお待ちしていますが、園舎での保育が困難な
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場合い瑞穂小学校へ避難いたします。  

災害等で園舎での保育が困難な

場合の緊急避難場所  

大網白里市立瑞穂小学校  

住所：大網白里市永田 1055 
 

緊急時の連絡手段  

NTT 災害ダイヤル活用、玄関に避難場所の掲示  

＊大きな地震などの災害時は被災地への通信が増加し、電話がつ

ながりにくい状態になることが予想されます。その場合はＮＴＴ

災害伝言ダイヤルを用いましてこちらの状況、避難場所の所在を

お知らせいたします。  

☆災害用伝言ダイヤルの使用法  

○情報を登録する場合  

・「１７１」をダイヤル 

・音声案内に従って「１」をダイヤル  

・園の電話番号「０４７５－５３－３５０９」をダイヤル  

・伝言内容を録音  

○情報を聞きたい場合  

・「１７１」をダイヤル 

・音声案内に従って「２」をダイヤル  

・園の電話番号「０４７５－５３－３５０９」をダイヤル  

・伝言内容を聞く  

＊災害時のみのＮＴＴ伝言ダイヤルサービスです。提供の開始、

録音できる電話番号については、災害時テレビ・ラジオ・ＮＴＴ

ホームページ等を通じて知ることができます。  

 

（１６）相談・要望・苦情窓口  

相談・苦情受付担当者  伊藤  遥  

相談・苦情解決責任者  中嶋  悦子  

【要望・苦情等への対応方法】  

  当園では、保護者の皆様からの苦情・ご意見にお応えするための体制を整備しており

ます。お寄せいただいた苦情・ご意見に関して迅速に対応・解決することにより、よ

り良い保育サービスの提供に努めます。  
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※ 電話・口頭・文章等により、苦情解決担当者が随時受け付けいたします。  

※ 受け付けた苦情・ご意見等を責任者に報告し、申し出内容を解決するために申し出人

との話し合いを早急に行います。  

 

（１７）賠償責任保険の加入状況  

以下の保険に加入しています。  

保険の種類  東京海上日動火災保険（株）   事業活動包括保険  

保険の内容  事業活動、施設、管理下財物及び食中毒事故等の賠償責任  

保険金額  

事業活動中・施設  １事故１億円  期間中無期限  

管理下財物  １事故１，０００万円  期間中１，０００万円  

食中毒事故等  １事故１億円  期間中１億円  
 

 

※その他独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済制度に加入しています。  

（１８）個人情報の取り扱い  

１）個人情報取り扱いについて  

社会福祉法人ありんこ会が運営する施設では、個人情報の性格と重要性を十分に認識し、

園児ならびに保護者・家庭に関わる個人情報の取り扱いについては、関係法令及び厚生労

働省が定めたガイドラインを遵守するとともに、「個人情報保護の方針」を定め、個人情報

の適切な保護に万全を尽くし、よりよい保育のため適正に活用していくことにより、保護

者のみならず地域から信頼される保育園を目指します。  

また、職員に対しては入職時に、実習・ボランティアへの参加者に対しては開始前のオリ

エンテーションの際に誓約書を取り交わすとともに、個人情報保護に関する意識啓発に努

めています。  

２）個人情報保護に関して保護者の方へのお願い  

社会福祉法人ありんこ会の個人情報保護に対する基本方針に基づき、当園では、個人情報

が外部に出ることのないように当園職員に周知徹底しております。ただし、下記の情報管

理については当園で把握することが困難でございます。  

▪  保護者の方が行事やイベントでの撮影された写真、ビデオ  
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▪  業務委託など外部者による写真撮影やビデオ録画（現在業務委託は行っていません） 

▪  その他、上記以外で情報の把握が難しいと思われるもの  

▪  保護者の方や第三者によるインターネット上での掲載（ブログなど）  

つきましては、保護者さまが持ち出された情報はお子さまの成長記録以外に使用しないと

いう誓約書と個人情報についての同意書を、入園時にご提出していただくようお願いしま

す。 

３）ありんこ親子保育園における個人情報保護の方針  

社会福祉法人ありんこ会が運営する施設では、園児および保護者・家庭に関する個人情報

の取り扱いについて『個人情報の保護に関する法律』(以下、『個人情報保護法』と呼ぶ。) 

及び関連法令等を遵守し、下記の方針に基づいて個人情報の保護に努めます。  

1. 基本理念 

社会福祉法人ありんこ会が運営する施設(以下「当園」という。)では、『個人情報保

護法』第 3 条において「個人情報は、個人の人格  尊重の理念の下に慎重に取り扱わ

れるべきものである」とされていることを踏まえて、個人情報を取り扱う全ての者が、

個人情報の性格と重要性を十分認識し、その適正な取り扱いを図ります。  

2. 個人情報の利用目的 

当園では、保護者より口頭もしくは文書により提供を受けて得た個人情報、また日々

の保育業務を通して得た個人情報を、『児童福祉法』および厚生労働省編『保育所保

育指針』が示している保育所保育の円滑な実施以外の目的で使用することはありませ

ん。 

監督官庁への各種届出、法律に定めるところの必要書類作成、各種募集等、情報主体

の利益享受及び権利の行使に必要と認められる場合は、正当な目的に限り使用しま

す。 

利用目的は  

▪  園児募集並びに入園に関する業務  

▪  保護者との連絡に関する業務  

▪  園児の保育に関する業務  

▪  園児の記録管理に関する業務  

▪  園児の健康状態把握に関する業務  
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▪  卒園児の確認に関する業務とします。  

3. 収集する個人情報の種類  

当園では、園児を保育するにあたり、児童表・家庭調査票・健康診断票・緊急連絡調

査票等、必要最低限の情報は  収集させていただきます。  

個人情報の提供を依頼する時は、その収集目的、提供拒否の可否を明確にし、適正に

使用します。  

4. 個人情報の第三者への提供の制限  

当園では、『個人情報保護法』第 23 条に規定されている下の各号に該当する場合を

除いて、保護者の同意を得ないで第三者に個人情報 (個人データ )を提供することはあ

りません。  

▪  法令に基づく場合  

▪  人の生命、身体又は財産の保護の為に必要がある場合であって、本人の同意

を得ることが困難な場合  

▪  公衆衛生の向上又は園児の健全な育成推進のために特に必要がある場合であ

って、本人の同意を得ることが困難な場合  

▪  国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務

の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合  

5. 個人情報の管理 

当園は、利用する個人情報 (個人データ)を正確かつ最新に保つよう努めるとともに、

漏洩(ろうえい)滅失、又は毀損(きそん)の防止、その他の安全管理のために必要かつ

適切な措置を講じます。また、利用目的を失した個人情報については、法令等に定め

のあるものを除き、確実かつ速やかに消去するものとします。  

6. 個人情報の開示・訂正・利用停止・消去  

当園は、保護者がその子ども、その家庭および自身の個人情報 (個人データ)の開示・

訂正・利用停止・消去を求める権利を有していることを十分に認識し、これらの要求

がある場合には、法令に従って速やかに対応します。また、開示には、本人 (保護者)

確認をさせていただきます。  

7. 個人情報非開示の範囲 

当園の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合は、非開示としま

す。 

8. 個人情報の使用 
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当園は、個人情報の使用に際して、使用されている方の安全に留意するとともに、情

報主体の方の意見を尊重し、個人情報を適切に取り扱います。その上で、園児の園生

活において必要に応じ使用します。  

具体的な使用は次のとおりとします。  

▪  園生活において、園児が必要とする箇所 (ロッカー・フック・くつ箱等 ) や個                           

人で使用する物品(連絡帳・帽子等 )には名前や写真を掲示・記載します。   

▪  園内の壁装飾として、誕生表・園児作品には名前や写真を掲示します。       

▪  園児名簿・日誌・指導計画・児童票・名札・園便りやクラス便りに、行事の        

写真を掲載します。  

▪  児童票・調査票・健康調査票・就労証明書の提出をお願いしますが、保育上

必要な目的以外には使用しません。  

▪  園児名簿や園児連絡先は当園での使用に限定し、それ以外の方から求められ

てもお知らせしません。  

▪  実習生の記録ノートに園児名の記載はいたしません。  

9. パンフレットやホームページなどでの写真使用  

当園で撮影した写真データを使用する場合、以下の点を厳守します。  

▪ 園児の写真は、集合写真や複数園児の活動場面のみを掲載し、個人が特定できな 

い写真のみとする。  

▪ 個人の特定ができるような写真を掲載する場合は、保護者の同意を得る。 

▪ 保護者から写真の修正や掲載中止の要請を受けた場合は速やかに処理を行う。 

10． 情報保護体制の継続的改善  

当園は、この「ありんこ親子保育園における個人情報保護の方針」を実行するため、

職場内研修・教育の機会を通じて全職員に周知徹底させて実行し、かつ継続的に改

善することによって常に最良の状態を維持します。  

4）個人情報保護に関するお問い合わせ  

利用者ご本人から、当法人が保有する個人情報についてのご質問やお問い合わせ、あるい

は、開示、訂正、削除、利用停止等がございましたら職員又は園長にお知らせください。 

[ 附則 ]  この方針は、平成 28 年 4 月 1 日より実施する。  
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（１９）連携施設  

連携施設の名称  ありんこの森保育園  

連携施設の種類  小規模保育事業 A 型  

連携協力の概要  

□ 保育内容の支援  

 □ 給食に関する支援  

 □ 嘱託医（健康診断）  

 □ 園庭の開放  

 □ 共同保育  

□ 代替保育の提供  

□ 卒園後の受け皿の設定  

 

連携施設の名称  きょうりゅうのたまご保育園  

連携施設の種類  小規模保育事業 A 型  

連携協力の概要  

□ 保育内容の支援  

□ 代替保育の提供  

□ 卒園後の受け皿の設定  

 

（２０）その他保護者に説明すべき事項  

 

 

雑巾２枚  

ボックスティッシュ３箱  

ビニールレジ袋（１０L・手さげ付き・１００枚

入り）  

☆  下記の日用品等を年１回（４月または入園時）お納めください。  

☆  園で使用いたしますので、無記名でお持ちください。  

 

 

 

年に１回持ってきて頂くもの 
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 ※  ◎は毎日お持ちいただくもの  

品名  個数  

◎手さげ袋（縦：２７ｃｍ×横：３７ｃｍ）  １袋  

◎連絡袋・連絡帳  各１部  

◎汚れ物入れ（濡れてもいい袋）  2 枚  

◎着替え（下着上下・洋服上下・靴下）  各 3 枚ずつ  

◎食事用エプロン  １枚  

◎タオル（ひも付のもの・口拭き用）   各１枚ずつ  

◎おむつセット  ※参照  

◎水筒（中身はお茶又は水）  １本  

昼寝布団一式（おねしょシーツ・シーツ・お昼寝布団一式）  シーツ類は各１枚  

デッキ用上靴（避難時兼用）  １足  

上靴袋（縦：２５ｃｍ×横：２０ｃｍ）  １袋  

カラー帽子  １枚  

※  おむつセットは、毎日使用する枚数・おしりふき・使用済みおむつ入れ用ビニール袋を一式と

して、袋に入れてお持ちください。  

 

 

 

品名  値段  

幼児用カラー帽子（黄）ネックカバー有  １，１３０円  

幼児用カラー帽子（黄）ネックカバー無  ７５０円  

連絡袋  ２９０円  

連絡帳  ２００円  

 

 

 

 

２歳児（うさぎ組）持ち物  

２歳児（うさぎ組）園で購入して頂くもの 
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 ※  ◎は毎日お持ちいただくもの  

品名  個数  

◎手さげ袋（縦：２７ｃｍ×横：３７ｃｍ）  又はリュック  １袋  

◎連絡袋・連絡帳  各１部  

◎汚れ物入れ（濡れてもいい袋）  １枚  

◎着替え袋（着替えが入る大きさのもの ) １袋  

◎着替え（下着上下・洋服上下・靴下）  各２枚ずつ  

◎タオル（ひも付のもの・口拭き用）  各１枚ずつ  

◎コップ（コップ・コップ用袋）  １セット  

◎おしぼり（おしぼり・ケース）  １セット  

◎水筒（中身はお茶又は水）  １本  

昼寝布団一式（おねしょシーツ・シーツ・お昼寝布団一式）  シーツ類は各１枚  

デッキ用上靴（避難時兼用）  １足  

上靴袋（縦：２５ｃｍ×横：２０ｃｍ）  １袋  

カラー帽子  １枚  

☆長靴  １足  

 

  

 

品名  値段  

カラー帽子（黄）ネックカバー有  １，１３０円   

カラー帽子（黄）ネックカバー無  ７５０円  

連絡袋  ２９０円  

連絡帳  １１８円  

シール帳  ６６０円  

クーピー色鉛筆  １２色（４，５歳児～）  ７４８円  

クレヨン  １６色（３歳児～）  ６２０円  

３～５歳児（きりん組・ぞう組）  園で購入して頂くもの 

３～５歳児（きりん組・ぞう組）  持ち物  
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自由画帳  Ｂ４判  ３２０円  

はさみ（キャップ付） (４・５歳児～ ) ４６０円  

粘土版押型付  ４７０円  

粘土ケース  ３４０円  

ねんどべら  ２６０円  

ホワイト粘土（５００ｇ）  ３８０円  

スティックのり (４・５歳児～ ) １１０円  

半袖体操服・半ズボン（S～LL）  セット５，０６０円  

長袖体操服・長ズボン（S～LL）（希望者）  セット７，０００円  

 

 

☆  ハサミ・のりは４歳児になってから購入します。３歳児は園用のはさみを使用します。  

☆ 園で購入していただく新学期用品は毎年４月に購入後、集金させていただきますのでご了承くださ

い。  

☆  タオル、食事用エプロン、おしぼり、コップは毎日持ち帰り、翌日、洗濯したものを持参してくださ

い。  

☆  手さげ袋は作品等を持ち帰る時に使用します。持ち帰りましたら、翌日持ってきてください。  

☆  週終わりに布団一式とカラー帽子を持ち帰りますので、シーツ、帽子等洗濯をお願いします。  

☆  ご家庭からの持ち物には必ず記名をお願いします。  

☆  カバンは子どもたちが出し入れしやすいもので、荷物が全部入るものにしてください。  

☆  長靴や軍手は畑に行く時に使用します。使用する際にお知らせをいたします。また、青空給食の際は

お弁当箱、食具、おしぼりをお願いすることがあります。  

＜汚れたおむつ・嘔吐物の処理について＞  

当園では、感染症などの二次感染症予防のため、汚れたおむつや嘔吐物の処理を徹底して

処理管理に努めています。感染力の強いもの（サルモネラ属菌、病原性大腸菌等）だと、

保育士の手から他のお子様に感染してしまうこともあります。以下のような処理方法で対

応させていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。  

 

（汚れたおむつの処理）  

①  下痢の場合のおむつ替えはビニール手袋を着用し、終わった後には必ず石けんで手洗い

とアルコール消毒をする。  

 持ち物に関してのお願い 
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②  汚物は園で処理をせず持ち帰る。  

③  汚れたおむつはビニール袋に入れ密封し、ご家庭から用意していただいたビニール袋に

入れる。  

④  お帰りの際に持ち帰り、ご自宅で処理していただく。  

（嘔吐の場合）  

①  嘔吐した子どもに保育士１名が付き添い、その場から離れず他の園児が近づかないよう

にする。  

②  別の保育士が「嘔吐物処理バケツ」を持ってくる。蓋付バケツの中には、トイレットペ

ーパー、キッチンペーパー、使い捨てビニール手袋、使い捨てビニールエプロン、ビニ

ール袋、0.1%次亜塩素ナトリウム、マスクが入っている。それらを着用し処理を行う。 

③  嘔吐物を除去し、0.1%次亜塩素ナトリウムで消毒する。嘔吐物は２メートル四方に飛ん

でいる可能性がある為、その場だけでなく周辺も消毒する。（拭き残しが乾燥し、浮遊

したウイルスを吸い込んで感染する場合があるため）トイレの便座、ドアノブ、手すり、

食器等は 0.1%次亜塩素ナトリウムで消毒する。  

④  衣服に付いた嘔吐物は固形物を取り除き、二重のビニール袋に入れておく。他の洗濯物

と一緒にしない。お迎えまで蓋付バケツで保管する。  

※保育園内での二次感染を防ぐため、園内では洗濯をいたしません。嘔吐物（下痢も同様）

で汚れた衣服を持ち帰った場合、ご家庭での家族間感染を防ぐため、下記の対応について

ご理解とご協力をお願いいたします。  

（家庭に持ち帰ったら）  

●他の衣服と一緒に洗濯しない。  

●まずはバケツに次亜塩素ナトリウムを作る。  

●持ち帰った衣類を漬け置きする（ 2 時間くらいで菌は消滅する。その後、通常洗濯する） 

●処理時には手袋着用、処理後は手洗いをしっかり行う。  

※保育園での消毒には 0.1%次亜塩素ナトリウムを使用していますが、手に入りにくい場合

は、市販の哺乳瓶消毒液や漂白剤等でも同じ成分ですので対応できます。  
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＜感染症について＞  

(1)感染症にかかった時には、集団の健康を守るため、必ず届出をしてお休みしてください。 

(2)医師の許可がでるまでは家庭で安静にしてください。  

(3)治癒後の登園については、必ず医師の診察をうけ、治癒証明書を提出の上登園してくだ 

 さい。 

病名 出席停止期間  

百日咳 特有の咳が消失するまで 

麻疹（はしか）  解熱してから３日を過ぎるまで  

流行性耳下腺炎（おたふく）  耳下腺の腫れが消失するまで  

風疹（三日ばしか）  発疹が消失するまで  

水痘（みずぼうそう）  すべての発疹がかさぶたになるまで  

咽頭結膜炎（プール熱） 主な症状が消えてから２日を過ぎるまで  

溶連菌感染症（猩紅熱） 医師の判断による  

腸管出血性大腸菌感染症（ O157 など） 医師の判断による  

急性出血性結膜炎  医師の判断による  

流行性角結膜炎  医師の判断による  

結核 医師の判断による  

ロタウイルス感染症  
下痢・嘔吐が無くなり、全身の状態が良くな

るまで。  

ジフテリア  医師の判断による  

突発性発疹  医師の判断による  

赤痢 疫痢 医師の判断による  

日本脳炎  医師の判断による  

◊ ♢「インフルエンザ」「コロナウイルス」「ヘルパンギーナ」「手足口病」「りんご病」

「マイコプラズマ感染症」「感染性胃腸炎」「 RS ウイルス」「帯状疱疹」「ウイルス

性肝炎」「とびひ」「水いぼ」「アタマジラミ」は出席停止ではありませんが、集団生

活をしている中では非常に感染力の強いものです。感染したとわかりましたら、必ず受

診・治療し、医師の登園許可がでてから登園届を保護者の方に記入していただき、提出

をお願いいたします。  

◊ 特に胃腸炎やヘルパンギーナ、手足口病は、症状が治まり普段の食事がしっかりととれ
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るようになってからの登園をお願いしております。  

◊ 治癒証明書、登園届は、職員までお申し出ください。  

◊ 体調不良の場合は病院に受診していただき、医師の判断で次の日登園をしてもよいか確

認をお願いいたします。感染症の場合は、医師の判断で休んでいただくようお願いいた

します。病院を受診しない場合は、熱が下がり下痢・嘔吐が落ち着いてから２４時間は

ご自宅で待機をお願いいたします。ただし、いつもと体調が違う、食事が取れない、下

痢・嘔吐がおさまらない場合は登園を控えていただきますようお願いいたします。  

◊ 同居されるご家族の方が感染症等で体調が優れない方がいる場合は、感染予防の為、ご

家族の方が完治されるまでの登園はなるべく控えていただきますようにご協力お願い

いたします。  

 


